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水
道
の
届
け
出
を

お
忘
れ
な
く
！

公
共
下
水
道
・
農
業
集
落
排
水
施
設
の
使
用
料
金
を
改
定
し
ま
す

〈
転
入
・
市
内
転
居
の
場
合
〉

　

水
道
の
使
用
開
始
に
は
事
前
の
届
け
出
が
必
要
で

す
。
水
道
を
使
用
す
る
前
日
の
午
前
中
ま
で
に
水
道

課
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
土
・
日
・
祝
日
の
開
栓
は
行
っ
て
い
ま
せ

ん
の
で
、
休
日
前
の
午
前
中
ま
で
に
水
道
課
窓
口
に

来
て
い
た
だ
く
か
、
電
話
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

〈
用
途
変
更
の
場
合
〉

　

営
業
用
の
水
道
を
家
庭
用
に
変
更
さ
れ
た
場
合
な

ど
、
使
用
用
途
を
変
更
さ
れ
た
と
き
は
届
け
出
が
必

要
で
す
。
詳
し
く
は
検
針
票
を
確
認
い
た
だ
く
か
、

水
道
課
ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

〈
転
出
の
場
合
〉

　

転
出
の
届
け
出
等
で
市
役
所
に
来
庁
の
際
は
、
水

道
課
で
使
用
終
了
の
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。
電

話
で
の
届
け
出
も
可
能
で
す
。
使
用
終
了
の
届
け
出

が
な
い
と
、
使
用
し
て
い
な
く
て
も
基
本
料
金
が
発

生
し
ま
す
の
で
、使
用
終
了
前
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

　

家
庭
や
事
業
所
か
ら
排
出
さ
れ

る
汚
水
処
理
費
用
は
、
使
用
者
が

負
担
す
る
の
が
原
則
で
す
。

　

し
か
し
、
現
行
の
使
用
料
で
は

対
象
経
費
に
対
し
、
料
金
収
入
が

不
足
し
て
い
る
状
況
で
、
そ
の
不

足
分
は
市
の
一
般
会
計
か
ら
補
填

し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、

公
共
下
水
道
使
用
料
金
お
よ
び
農

業
集
落
排
水
施
設
の
使
用
料
金
の

改
定
を
提
案
。
昨
年
12
月
の
市
議

会
定
例
会
で
料
金
等
に
関
す
る
条

例
改
正
が
議
決
さ
れ
、
今
年
4
月

か
ら
実
施
し
ま
す
。

　

ま
た
、
使
用
料
金
の
改
定
に
合

わ
せ
、
公
共
下
水
道
使
用
料
金
と

農
業
集
落
排
水
施
設
の
使
用
料
金

を
統
一
使
用
料
金
と
し
ま
す
。

　

今
後
も
、
生
活
環
境
の
改
善
と

公
共
用
水
域
の
水
質
保
全
に
努

め
、
最
大
限
の
経
営
努
力
を
図
っ

て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
み
な
さ
ん

の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

公共下水道　　旧使用料金（税抜）

基本料金
5㎥まで    750円
10㎥まで 1,500円

超過料金 1㎥あたり    150円

農業集落排水　旧使用料金（税抜）

基本料金
5㎥まで    800円
10㎥まで 1,600円

超過料金 1㎥あたり    160円

公共下水道／農業集落排水　新使用料金（税抜）

基本料金
5㎥まで    900円
10㎥まで 1,800円

超過料金 1㎥あたり    180円

※�コミュニティ・プラント事業は、 ４月から公共下水
道事業と統合します

＊1 … 3 月から継続して利用された 4月分 ( 6 月に請求 )は、旧使用料金を請求します。
＊2 … 4 月１日以降に下水道を開始された場合は、 4月分 ( 6 月に請求 )から新使用料金となります。
＊3 … 5 月分 ( 7 月に請求 )からは、新使用料金を請求します。

【新使用料金の適用】

3月１日 ４月１日 ５月１日３
月
検
針

４
月
検
針

3月分（５月に請求）
旧使用料金

４月分（６月に請求）
旧使用料金

５月分（７月に請求）から
新使用料金

４月１日以降から利用の人
４月分（６月に請求）

新使用料金

＊1 

＊2 

＊3 


